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健
康
保
険
組
合
は
、
こ
れ
ま
で
医
療
保
険
者
の
中
核
と
し
て
国
民
の
安
心

の
基
盤
で
あ
る
皆
保
険
制
度
を
支
え
て
き
た
。
し
か
し
、
高
齢
化
の
進
展
、

医
療
費
の
増
大
、
ま
た
制
度
の
改
変
に
よ
っ
て
、
現
在
、
か
つ
て
な
い
厳
し

い
財
政
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
。

　

そ
の
最
大
の
要
因
は
、高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
過
重
な
費
用
負
担
に
あ
る
。

保
険
料
収
入
の
５
割
近
く
を
占
め
る
拠
出
金
負
担
は
、
現
行
制
度
の
創
設
以

降
、
累
計
で
約
24
兆
円
に
も
達
し
て
い
る
。
健
康
保
険
組
合
は
こ
れ
ま
で
保

険
料
率
の
引
き
上
げ
な
ど
で
対
応
し
て
き
た
が
、
被
保
険
者
１
人
当
た
り
の

年
間
保
険
料
は
こ
の
８
年
間
で
約
９
・
５
万
円
も
増
加
し
、
負
担
は
も
は
や

限
界
に
達
し
て
い
る
。

　

そ
の
う
え
、
団
塊
世
代
の
前
期
高
齢
者
入
り
に
伴
う
高
齢
者
医
療
費
の
増

大
や
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
総
報
酬
割
の
拡
大
実
施
等
に
よ
り
、
高
齢
者

医
療
制
度
に
対
す
る
支
援
金
・
納
付
金
負
担
の
増
加
は
避
け
ら
れ
ず
、
更
な

る
財
政
悪
化
が
懸
念
さ
れ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
健
康
保
険
組
合
は
保
険
者

の
中
核
と
し
て
の
役
割
を
果
た
せ
な
い
ば
か
り
か
、
自
ら
の
存
続
さ
え
危
ぶ

ま
れ
る
状
況
に
あ
る
。

　

今
後
も
、
健
康
保
険
組
合
は
優
れ
た
保
険
者
機
能
を
発
揮
し
て
加
入
者
の

健
康
を
守
り
、
医
療
保
険
制
度
の
中
核
と
し
て
皆
保
険
制
度
を
守
り
、
ま
た

「
日
本
健
康
会
議
」
等
で
提
唱
さ
れ
て
い
る
健
康
長
寿
社
会
の
実
現
に
貢
献

し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
は
医
療
保
険
制
度
改
革
関
連
法
の
「
附

帯
決
議
」
の
趣
旨
を
尊
重
し
、
負
担
の
公
平
性
等
の
観
点
か
ら
高
齢
者
医
療

制
度
に
関
す
る
検
討
を
早
急
に
実
施
し
、
平
成
29
年
４
月
の
消
費
税
率
10
％

へ
の
引
き
上
げ
時
に
は
、
前
期
高
齢
者
医
療
へ
の
公
費
投
入
を
は
じ
め
と
す

る
高
齢
者
医
療
費
の
負
担
構
造
改
革
を
断
行
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
改
革
実
現
ま
で
の
間
も
、
全
面
総
報
酬
割
等
に
伴
う
負
担
軽
減
措

置
の
実
施
・
拡
充
、
短
時
間
労
働
者
の
適
用
拡
大
に
伴
う
激
変
緩
和
措
置
な

ど
、
健
康
保
険
組
合
の
安
定
運
営
に
向
け
た
十
分
な
財
政
支
援
が
不
可
欠
で

あ
る
。

　

一
方
、
増
大
す
る
医
療
費
の
重
点
化
・
効
率
化
を
行
わ
な
い
限
り
、
ど
の

よ
う
な
制
度
で
あ
っ
て
も
持
続
安
定
性
は
確
保
で
き
な
い
。
国
に
お
い
て
は

実
効
あ
る
医
療
費
適
正
化
対
策
を
一
層
実
施
・
推
進
す
る
こ
と
を
強
く
望
む
。

　

現
役
世
代
が
納
得
で
き
る
公
平
な
制
度
の
実
現
に
向
け
、
わ
れ
わ
れ
健
康

保
険
組
合
は
次
の
事
項
の
実
現
を
期
し
、
組
織
の
総
意
を
も
っ
て
こ
こ
に
決

議
す
る
。

高
齢
者
医
療
費
の
負
担
構
造
改
革
の
実
現

　

皆
保
険
制
度
を
守
る
た
め
に
は
、
国
民
医
療
費
の
約
６
割
を
占
め

る
高
齢
者
医
療
費
を
ど
の
よ
う
に
負
担
し
て
い
く
か
が
最
優
先
課

題
で
あ
る
。
公
平
か
つ
納
得
性
あ
る
制
度
確
立
の
観
点
か
ら
、
高
齢

者
の
患
者
負
担
の
見
直
し
等
を
図
る
と
と
も
に
、
消
費
税
率
10
％

へ
の
引
き
上
げ
に
合
わ
せ
、
そ
の
財
源
を
活
用
し
、
前
期
高
齢
者
医

療
へ
の
公
費
投
入
を
図
る
な
ど
、
現
役
世
代
に
過
重
な
負
担
と
な
っ

て
い
る
現
行
の
負
担
構
造
の
改
革
を
断
行
す
べ
き
で
あ
る
。

安
定
し
た
組
合
運
営
に
向
け
た

財
政
支
援
の
継
続
・
拡
充

　

現
行
制
度
に
お
け
る
重
い
高
齢
者
医
療
制
度
へ
の
拠
出
金
に
加

え
、
後
期
高
齢
者
支
援
金
の
全
面
総
報
酬
割
に
よ
り
、
健
保
組
合

全
体
で
の
拠
出
金
負
担
は
さ
ら
に
増
加
す
る
。
負
担
が
重
い
、
ま

た
大
幅
に
増
加
す
る
保
険
者
に
対
し
、
必
要
な
負
担
軽
減
措
置
の

実
施
・
拡
充
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
28
年
10
月
か
ら
の

短
時
間
労
働
者
の
適
用
拡
大
に
つ
い
て
、
影
響
の
大
き
い
健
保
組

合
に
対
す
る
激
変
緩
和
措
置
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

実
効
あ
る
医
療
費
適
正
化
対
策
の
実
施

　

医
療
保
険
制
度
の
持
続
安
定
性
の
確
保
に
向
け
、
限
り
あ
る
医

療
資
源
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
に
は
、
効
率
的
で
質
の
高
い
医

療
提
供
体
制
の
構
築
や
診
療
報
酬
の
合
理
化
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
の

取
り
組
み
な
ど
生
活
習
慣
病
予
防
対
策
等
に
よ
る
医
療
費
適
正
化

の
推
進
が
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
、保
険
給
付
範
囲
の
見
直
し
な
ど
、

さ
ら
な
る
適
正
化
施
策
を
早
急
に
検
討
し
、
実
行
す
べ
き
で
あ
る
。

保
険
者
機
能
の
発
揮
に
効
果
的
な

健
保
組
合
方
式
の
維
持
・
発
展

　

健
康
保
険
組
合
は
自
主
・
自
立
の
組
織
と
し
て
、
事
業
主
と
連

携
し
て
加
入
者
の
特
性
に
応
じ
た
疾
病
予
防
活
動
、
健
康
教
育
等

の
効
率
的
・
効
果
的
な
保
健
事
業
を
実
施
す
る
な
ど
、
優
れ
た
保

険
者
機
能
を
発
揮
し
て
き
た
。
健
康
長
寿
社
会
の
実
現
に
向
け
、

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
の
取
り
組
み
な
ど
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
保
険
者
の

役
割
が
重
要
に
な
る
中
で
、
保
険
者
機
能
の
発
揮
に
効
果
的
な
健

康
保
険
組
合
方
式
を
将
来
に
亘
っ
て
維
持
し
、
発
展
さ
せ
る
べ
き

で
あ
る
。

平
成
27
年
11
月
25
日

現
役
世
代
が
納
得
で
き
る
公
平
な
制
度
の
実
現
へ

平
成
27
年
度 

健
康
保
険
組
合
全
国
大
会

平成27年度 健康保険組合全国大会

　

平
成
27
年
11
月
25
日
、
東
京
・
丸
の
内

の
東
京
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
て「
平
成
27

年
度 
健
康
保
険
組
合
全
国
大
会
」が
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
全
国
の
健
康
保
険
組
合
か

ら
約
3
、5
０
０
人
が
集
結
し
、「
現
役
世

代
が
納
得
で
き
る
公
平
な
制
度
の
実
現

へ
」
を
副
呼
称
に
下
記
決
議
を
採
択
し
ま

し
た
。

現役世代が納得できる公平な制度の実現へ現役世代が納得できる公平な制度の実現へ現役世代が納得できる公平な制度の実現へ現役世代が納得できる公平な制度の実現へ



み
ん
な
で
取
り
組
む

生
活
習
慣
病
対
策

高
血
圧
症

　

高
血
圧
症
に
関
し
て
は
、
左
の
２
つ
の
項
目
に
注
目

し
て
く
だ
さ
い
。
正
常
の
範
囲
内
で
あ
っ
て
も
、
数
値

が
徐
々
に
高
く
な
っ
て
い
な
い
か
、
昨
年
の
検
査
結
果

と
比
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
「
人
は
血
管
と
と
も
に
老
い
る
」
と
い
わ
れ
ま
す
。

自
覚
症
状
が
な
い
か
ら
と
高
血
圧
を
放
っ
て
お
く
と
、

徐
々
に
血
管
が
傷
つ
き
固
く
な
っ
て
、
血
管
の
老
化
が

進
行
し
ま
す
。
血
管
は
全
身
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い

る
の
で
、
体
中
で
合
併
症
が
起
こ
る
可
能
性
が
高
ま
り

ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
心
臓
の
血
管
が
つ
ま
っ
た
り
破
れ
た
り

す
る
と
狭
心
症
や
心
筋

塞
、
脳
の
血
管
が
つ
ま
っ
た

り
破
れ
た
り
す
る
と
脳
卒
中
が
起
こ
り
ま
す
。
腎
臓
の

血
管
に
障
害
が
起
こ
る
と
腎
不
全
と
な
り
ま
す
。
命
が

助
か
っ
て
も
後
遺
症
が
残
る
こ
と
も
多
く
、
健
康
寿
命

を
縮
め
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

健
診
で
高
血
圧
を
指
摘
さ
れ
た
ら
、「
体
質
だ
か
ら
」

と
放
置
せ
ず
、か
か
り
つ
け
医
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

高
血
圧
症
は
、
日
本
人
が
通
院
す
る
原
因
ト
ッ
プ
の
病
気
で
す
。
血
圧
が
高
い
だ
け
で
は
と
く
に
自
覚
症
状
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
高
血
圧
の
状
態
が
続
く
と
心
臓
や
脳
な
ど
の
血
管
が
傷
つ
き
、
命
に
関
わ
る
発
作
を
招
く
た

め
、
放
置
は
禁
物
で
す
。

特
定
健
診
で
は

こ
の
項
目
を
チ
ェ
ッ
ク

血
管
の
老
化
が
進
み
、

合
併
症
を
招
き
ま
す

●収縮期血圧

保健指導判定値　130ｍｍHg以上

受診勧奨判定値　140ｍｍHg以上
心臓が収縮したときの血圧。心臓にたまっていた血液が
一気に送り出されるため血管にかかる圧力が高まり、最
大血圧・最高血圧とも呼ばれます。

●拡張期血圧

保健指導判定値　85ｍｍHg以上

受診勧奨判定値　90ｍｍHg以上
心臓が拡張したときの血圧。心臓に血液が入り込み血管
にある血液量は減少するため圧力は低くなり、最小血圧・
最低血圧とも呼ばれます。

血圧が高い
状態が続く

全身の
血管が傷つき
固くなる

〈特定健診の判定値〉

全身の合併
症を招く

眼底出血

狭心症
心筋 塞
心肥大
心不全

大動脈解離
大動脈瘤

慢性腎不全

高血圧症によって
全身に起こる
おもな合併症

1

2

脳 塞
脳出血
くも膜下出血

脳卒中



　
高
血
圧
症
は
、
遺
伝
的
因
子
に
環
境
因
子
が
加
わ
っ
て

発
症
す
る
生
活
習
慣
病
で
す
。
タ
バ
コ
、
過
剰
飲
酒
、
肥

満
、
運
動
不
足
、
塩
分
の
と
り
す
ぎ
な
ど
で
血
圧
が
上
が

り
や
す
く
な
り
ま
す
。
血
圧
を
上
げ
な
い
生
活
習
慣
を
身

に
つ
け
て
、
高
血
圧
症
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

　

塩
分
が
体
内
に
た
く
さ
ん
入
っ
て
く
る
と
、
塩
分
濃

度
を
一
定
に
保
つ
た
め
に
血
液
の
量
が
多
く
な
り
、
血

管
に
か
か
る
圧
力
が
高
ま
っ
て
高
血
圧
に
な
り
ま
す
。

日
本
人
の
食
事
摂
取
基
準
で
は
、
食
塩
の
目
安
は
１
日

に
男
性
８
・
０
g
未
満
、
女
性
７
・
０
g
未
満
。
し
か
し
、

こ
れ
を
オ
ー
バ
ー
し
て
い
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

　市販の食品には従
来「ナトリウム」の
量が表示されていま
したが、2015 年４
月から「食塩相当量」
で表示されるように
変更されています。
　食品を購入する際
には、食塩相当量を
見て選びましょう。

　冬は脱衣所とお風呂場などの温度差が大きく、血圧が大
きく変動して、心筋 塞や脳卒中、不整脈、急激な血圧低
下による失神などが起こりやすくなります。
　東京都健康長寿医療センター研究所の調査では、2011年
の1年間で約17,000人が
ヒートショックに関連し
た「入浴中死」で亡くなり、
とくに冬に多発していま
す。脱衣所にヒーターを置
いたり、お風呂のふたをし
ばらく開けてから入浴する
など、温度差を小さくする
工夫をしましょう。（平成20年度） （22）（21） （23） （24） （25）

2008年度 20102009 2011 2012 2013

冬の「ヒートショック」に要注意

　

太
っ
て
い
る
人
は
、
適
正
体
重
の
人
よ
り
も
血
圧
が

高
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
脂
質
異
常
症
を
合
併
す
る
こ

と
も
多
く
、
血
管
へ
の
ダ
メ
ー
ジ
は
深
刻
で
す
。
減
量

す
れ
ば
血
圧
も
下
が
っ
て
正
常
に
近
づ
き
ま
す
の
で
、

食
事
改
善
と
運
動
を
組
み
合
わ
せ
て
減
量
に
と
り
組
み

ま
し
ょ
う
。

減　

量

減　

塩

減
塩
の
コ
ツ

●
ラ
ー
メ
ン
、
う
ど
ん
、
鍋
な
ど
の
汁
は
残
す

●
調
味
料
を
減
塩
の
も
の
に
変
え
る

●
だ
し
の
う
ま
味
を
生
か
す

●
酸
味
、
辛
味
、
香
味
を
生
か
す

●
ハ
ム
や
か
ま
ぼ
こ
な
ど
の
加
工
食
品
、
漬
物
は
要
注
意

カップラーメン
（１食分）

たらこ
（1/2腹 35g）

塩鮭
（１切60g）

あじの干物
（１枚80g）

きゅうりの
ぬか漬け
（1/2本 40g）

生ハム
（２枚40g）

高
血
圧
症
を
予
防
す
る
に
は

3

食べすぎ
注意！　

塩
分
の
多
い
食
品

（
１
食
分
中
の
食
塩
相
当
量
の
目
安
）

「食塩相当量」が
表示されるように
なっています

2

1

（兆円）

「国民医療費」（厚生労働省）

1兆
8,518
億円

1兆
8,921
億円

1兆
8,830
億円

1兆
8,890
億円

1兆
9,082
億円

1兆
8,740
億円

　わが国の高血圧性疾患の医療費は、１兆8,500億円～
１兆9,000億円で推移し、高止まりの状況です。合併症を
起こすと高額な医療費がかかりますので、高血圧と指摘さ
れた方は受診を継続して、血圧をコントロールしましょう。

高血圧性疾患の医療費の推移

2.1g

1.1g 1.4g 1.6g

5.1g
0.9g

2.9g

～



医療保険制度が改正されます
【平成28年4月実施予定】

　負担の公平化、持続可能な医療保険制度の構築をめざして、平成28年4月から医療保険制度の改正が
予定されています。
　被保険者とご家族のみなさんに直接関係するものは下記のとおりです。

　入院と在宅療養の負担の公平等を図る観点から、
在宅療養でも負担する費用として、食材費相当額に
加え、調理費相当額の負担も求めることになります
（住民税非課税者等の低所得者等は据え置き）。

入院時食事療養費等の見直し入院時食事療養費等の見直し
（一般所得者）（一般所得者）

　紹介状なしで特定機能病院および500床以上
の病院を受診する場合等には、原則として、定額
負担を患者に求めることになります。
　具体的な金額については、初診時で①3,000
円程度、②5,000円程度、③10,000円程度の3
案、再診時で①1,000円程度、②初診時の約
1/4程度の2案で検討されています。

紹介状なしで大病院を受診紹介状なしで大病院を受診
する場合等の定額負担の導入する場合等の定額負担の導入

【現　行】 上限121万円（全47等級）

【改正後】 上限139万円（全50等級）

【現　行】 1食あたり260円
【改正後】 1食あたり360円（平成28年度から）
 1食あたり460円（平成30年度から）

標準報酬月額の上限額の標準報酬月額の上限額の
引き上げ引き上げ

【現　行】 540万円

【改正後】 573万円

標準賞与額の年間上限額の標準賞与額の年間上限額の
引き上げ引き上げ

　患者からの申出に基づいた新しい保険外併
用療養のしくみが創設されます。
※国内未承認の医薬品などを迅速に保険外併用療養とし
て使用したいという患者のニーズに応える改正となり
ます。

患者申出療養を創設患者申出療養を創設

入院時食事療養費等の見直し
（一般所得者）

紹介状なしで大病院を受診
する場合等の定額負担の導入

標準報酬月額の上限額の
引き上げ

標準賞与額の年間上限額の
引き上げ

患者申出療養を創設








